
書式第 12号 (法第 28条関係)

1 事業の成果

く2023年度の事業計画における重点>
(1)ガーナの児童労働フリーゾーン

“

度の推進とコレクティブ

②  r子どもの権利」を個人・組織・地域レベルで漫透

(3)新バーパス・新事業区分への移行と自己組織化の運営

令和 5年度 (2023年度 ) 事 業 報 告 書

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人ACE

インパク ト

(1)ガーナの児童労働フリーゾーン鋼度の推進とコレクティプ・ インパク ト

ガーナでの児童労働フリーゾーン (CLFZ)制度の普及と改善に向けた支援として、国際協力機構 (JICA)

の委託事業 (技術協カプロジエクト)「児童労働フリーゾーンを通じた子どもの保護主流化プロジェク ト」

を受注 (2024年 1月 ～3年間の契約)。 アイ・シー・ネット株式会社、デロイ ト・ トーマツ・コンサルテ

ィング合同会社との共同事業体により、実効的かつ持続可能な CLFZ制度の構築と普及に取り組みはじめ

た。

「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」においては、「児童労働撤廃に向

けたセクター別アクション」の取り組み進捗レポー トを初めて発行した。日本のチョコレー ト関連企業

をはじめとする多様な関係者の取り組みの進捗の把握が可能となった。また、ガーナのカカオ産業スタ

ディツアーの企画・運営を受話し、プラットフォーム関係者の課題への理解促進に貢献するとともに、

JICA委託事業の現地活動の視察も実現した。さらに、CLFZの資金動員メカニズムの検討においても、プ

ラットフォーム加盟企業への説明やヒアリングを実施し、連携可能性を探るための検討が始まった。

プラットフォーム児童労働撤廃分科会の事務局としては、欧州のサステイナブル・カカオ・イニチア

チブ (ISCO)合同児童労働分科会の対面開催に、ガーナ雇用労働省、J ICA、 プラットフォーム事務局と

一緒に参加し、ガーナの CLFZの取り組みについて欧州の関係者に訴求することができた。また、JIい の

技術協カプロジェクトが開始するタイミングでは、国際労働機関 (lLO)、 国際児童基金 (UNICEF)な どの国

際機関との共同によるプロジェクト発足セレモニーも実現し、ガーナの CLFZの取り組みにおける、国際

機関との連携強化や日本のプレゼンス向上にも貢献することができた。

(2)「子どもの権利」を個人・組織・地域 レベルで漫透入

「広げよう :子 どもの権利条約キヤンペーン」事務局として子どもの権利条約批准∞ 周年記念のイベ

ントを開催し、子どもが中心となって活動する「子どもメガホンプロジェクト」の提言発出や、こども

家庭庁の官僚との意見交換、 への手交などを実施した。ア ドバイザー派遣

も行い、全国レベルでの発信・啓発が進んだ。また、施行後 5年目にあたるこども基本法改正のタイミ

ングに合わせ、本キャンペーンを 2029年 3月 まで延長することを決定した。「沖縄うまんちゆ子どもの



権利推進プロジェクト」では、支援者向け子どもの権利実践研修を3回実施し、3つの小学校で子ども向

けワークショップの開催し、沖縄県内で子どもの権利の考え方を広めた。

(3)新バーパス・新事業区分への移行と自己組織化の運営

2023年 12月 に新パーパスを対外的に発表し、次年度からの新事業区分の移行に向けて、組織全体の構

造を見直した。自己組織化に合わせた職員の新給与体系を導入し、リモー トワーク環境のなかで新しい

職員が 5名増えたこともあり、合宿を開催してパーパスの浸透を回った。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 158,004千円)

スマイル・ガーナ

プロジェクト

(児童労働から

の子どもの保護

と教育、貧困家庭

の自立をめざす)

ピース・インド

プロジェクトの

フォローアップ

(児童労働から

の子どもの保護

と教育、貧国家庭

の自立をめざす)

日本の子ども・若

者支援

(日 本における

児童労働の撤廃、

子どもの権利の

保護・促進 )

ガーナ共和国

アハフォ州ア

スナフォサウス

郡 2村およびア

シヤンティ州ア

チュマ・ ンプニ

ユア郡 8村、

及び、オンライ

ン

対象 2村の

4-17歳の子

ども、保護者、

その他住民

約 8,8∞

人

(う

ち、子ど

も約

4.400

人)

通年

通 年

通 年

インド共和国

テランガナ州

ジョグランパ・

ガドワル県の 3

村、

及び、オンライ

ン

東京都、沖縄県、

全国各地、オン

ライン

対象 3村の

5-17歳の子

ども、保護者、

その他住民

小・中・高校

生・18才～30

才のこども・

若者、保護

者・教員・子

ども支援者な

どのおとな

10人

約 7.5∞

人 (う

ち、子ど

も約

2,500

人)

約 680人

48,020

事業名 事業内容 日時 場所
従事者

人数

受益

対象者

範囲

受益

対象者

人数

事業費

(千円)

子ど

も・若者

支援事

業

4人

3人



児童労働撤廃の

国内・国際ルール

形成に向けた提

言活動

ビジネスと人権

/サプライチエ

ーン透明化・貿

易・公共調達ツー

ル形成

子どもの権利・若

者のディーセン

トワークに向け

た政策提言活動

通年

通年

通 年

東京都、世界、

オンライン

東京都、世界、

オンライン

東京都、全国各

地、オンライン

世界の児童労

働従事者

世界の児童労

働従事者

子ども、国会

議員、行政職

員、市民社会

組織など関係

者

6人

3人

4人

多数

多数

多数

4,825

オンラインイ

ベント参加

者、映画視聴

者

講師派遣参加

者

物販購入者

子ども、市民

社会組織、報

道関係者、国

会議員、行政

職員

4人

9人

6人

約 300人

約 3,800

人

多数

12,025

啓発・市

民参加

事業

児童労働の啓発

プロジェク ト

児童労働解決ヘ

の参加プロジェ

ク ト

(講師派遣の実

施、教材・グッズ

等の販売等)

子どもの権利書

及 (広げよう!子

どもの権利条約

キヤンペーンを

通じた啓発活動、

事務局運営等)

通年

通年

通年

東京都、全国各

地、オンライン

東京都、全国各

地、オンライン

東京都、全国各

地、オンライン

ア ドボ

カシー

事業

ソーシ

ャルビ

ジネス

推進事

業

児童労働に加担

しないビジネス

実現

(児童労働に加

担 しないビジネ

ス促進のための

啓発、連携等 )

東京都、オンラ

イン

関連企業・団

体

企業・団

体

多数

通年 6人 36,567



チョコレー ト関

連企業が児童労

働に取 り組むた

めの協働促進

(企業と協働プ

ログラムの実施、

情報提供等)

通年
東京都、オンラ

イン
7人

チョコレー ト

に関連した企

業・団体

9社、4

組織、

他多数

ビジネスと人権

に関する情報発
F
1:ヨ

東京都、オンラ

イン

以上

4人

ビジネスと人

権に取り組む

企業・団体

企業・ 団

体

多数

通年

約 430人 56.617

ガーナ共和国、

アクラ、アシャ

ンティ州アチュ

マ・ ンプニユア

郡、ウェスター

ン・ ノース州ビ

ビアニ・アフイ

アソ・ ベクワイ

郡、セン トラル

州アシン・サウ

ス郡

5人

雇用労働関係

省 (労働局児

童労働ユニッ

ト)、 ほか中央

政府各省庁、

専門家技術委

員会、郡及び

コミュニテ

ィ、国際機関、

カカオ・チョ

コレー ト関連

の業界組織・

企業等の関係

者

ガーナロ・児童労

働フリーゾーン

(吐FZ)制度構築

支援

2024年

1 月 15

日～

2024年

8月 31

日

(事業

自体は、

2027年

1 月 15

日まで

3年間)

委託事

業



書式第 13号 (法第 28条関係 ) 事 業 報 告 用

令和5年度 (2023年度)活動計算書 (そ の他事業が上登場合)

特定非営利活動法人ハ∝

1,266,000
3.966.000

5.232.001,}

33,083,767
54.600,502

96,011
67,743,800

0

3.663.083

150.190.1163

8.502.310
8.002.3:0

1,931,026
682,0()(

3,741,106
16.347,656
1,299,734

66.269.023

".2m.545」

:::1魏 ][]葉 収益

受蜆撃茉収益

正会員受取会費

フェーカ

ボ ン テ ア

受取利息

受取配当金
為替差益

lli]::霞

`:κ

籠‐li坐 :こ

募金

1,322

0

553,339
212. 138

7“.700

2“.961.317

3】 | 用

0

38,760,932
6,346,350

0

42,524
2.550.000

47.69D.:ЮЮ

,:0,364.560
36.4(K),1861

49.706.7921
264.7831

1.573.4511

113,0501

11,781,249.

2,074,669
5,176,248

137,394
71,650

169,150
195,000

0

601,824
7,310

203,831
0

0

0

1,378,881
100,732
302,161
97.202

0

0
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発上漱衝
誌‖金
印痢興本書
旅費交通書
賃僣絆
外注費
保:貪斜
全餞費
薔

`,議会費
広報広街臀
通信運11費
図書

=i究
費

俯蠅島費
仕8仕議
水道嬌
角代章貫
租晨公凛
支払手菫科
譲衝

`,■ハ書差額
青付金

2

役員報酬

綸科手当
法定福利費
通働費
福利厚生費
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(1)人件■
役員報酬
給料手当
法定福利費
通働費
福利厚生費
ポランティア評価費用

0

22,435,428
3,679,023

0

69,032
1.113.083

27.296.566

30.241.771

374,947
1,409,332
1,050,250
8,337,521

10,030
928,906

2,569,017
190,000

0

455,143

５４

８８

∞

435,483
0

17.275,

(2)その他経費
業務委託費

売上原価
諸謝金
印刷製本書
旅費交通費
賃借料
外注t
保険科
会議t
研修費
議会費
広報広告費
通信運搬費
図書研究費
修繕費
消耗品費
什器備品費
水道光熱費
地代家賃
租税公課

減価償却費
支払手数料
支払利息
雑費

66.530.337
223.612.706
40.359.1:1A B当

D ・・・(2外 増 減 1

41∝ 359.11:
70.0(1,

36.075.911正

76.365.022
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書式第 15号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和5年度 (2023年度)賞借対照表
特定非営利活動法人ACE

〔 産 の 部

査動資産

117,708,185
1,017,223

45,368
3,762,366

0

20,740,465
0

143,273.607

現金預金

棚卸資産
立替金

未収収益
未収消費税等
未収入金

仮払金
143.273.007資産合計  ・ ・・①

]定資産
605.230(1)有形固定資産

車両運搬具 605,230

(2)無形固定資産

10,000

10,∝Ю(3)投資その他の資産
出資金

61[_230函語 :画

「

TTTの

，

中

143,888,837【A】 資 産 合 計 ①+②

36.923,815
316,500

26,673,892
70,000

628,300
8,502,065

733,058
0

特別預 り金 (不 明入金)

未払金

未払法人税等
未払消費税

前受金

預 り金

長期借入金

ク

一

+

36,923,815

30,600,000
30,000,000

600,000
30,6∞,000
67.523.815

36,075,911
B-2 の

正

40.289.111
76.365.022

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 143,888.83

| ≡■■■■■■■■■r】■■■■■■■■11■■■口
『

1目■麗■‐1■■■■

]|■i■日1.―

lr]]

|^目』
」
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書式第 16号 (法第28条関係)

令和5年度 (2023年度)計算書類の注記
特定非営利活動法人ACE

1.重要な会計方針                                            ~
計算書類の作成は、 NPO法 人会計基準 (2010年 7月 20日 2017年 12月 12日 最終改正 NPO法 人会計基準協議会)

によっています。
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法 : 最終仕入原価法による原価法
(2)固定資産の滅価償却の方法| : 有形固定資産 :定率法
(3)引 当金の計上基準 : 引当金の計上はありません

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
: 施設の提供等物的サービスに関する会計上の計上はありません

(5)ポ ランテイアによる役務の提供の会計処理
: ボランティア:〔 よる役務の提供は、活動計算書に計上しています。また、8+上額の算定方法は、

13.活動の原価の算定にあたつて必要なボランティアによる役務の提供の内訳」
`こ

記載しています。
(6)消 費税等の会計処理  : ,肖 費税等の会計処理は、税込経理によっています

事業別損益の状況 別紙参照

の の に っ て ンティアによる の

金額 算定方法内容

(活動計算書)

2,550,000 協力企業の算出による金預を採用
チョ]レ ートの商品開発 ■

=修
、広報協力・アドバイス・コーディネー

ト●

415,833 人件費単価を採用チラシ.デジタル画像製件、団体カラーの変更に伴う各種修正専

415,000 協力企業の算出による金額を採用自己組織化祖■導入・定着化支援

人件貴単価を採用171.250東京マランンEXPO、 ならびに大会当日のランナーサポート

56.000 人件費単輌を採用働画制作、SNS没亭作成

類似業務の場金単価を採用55,000団体のパーパス策定

3.663,083合計

4.使途等が制約された寄付金等の内訳
使途等が制約された寄付金等の内訳 (正 味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は76,365,022円 ですが、そのうち63,882,009円 は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない工味財産は12,483,013円 です。
● :円 )

当 減少額 期末残高 爾 考期首残高 当期増加額内容

寄付金
「広げよう1子 どもの権利条約キャンペーン」事務局運営費

に充当
20.200 724,3977o4,197

ACE募金 (「広げよう !子 どもの権利条

約キャンペーン」指定)

fス マイル・ガーナ プロジェクト」に充当28.51o.440 23.510.440チョコ募金 (「スマイル・ガーナ プロ

ジェクト」指定)

9,158.015 「しあわせへのチョコレート」プロジェクトに充当26.093.062 16.935,047チョ]募金

「コットンのやさしい気持ち」プロジェクトに充当96.011 96.011コットン募金

チャイル ドフレンドリー募金

ガーナ、日本の子ども・若者支援事業に充当予定18.180,973 13.911.96132、 092.934東京マランン2024チ ャリティ

650.262 ガーナ、日本の子ども・若者支援事業に充当予定1.055.000 404.738東京レガシー′ヽ一フマラソン2024チ ヤ

リティ
ガーナ、日本の子ども・若者支猥事業に充当予定26.527.029 39.933.97166.461.000東京マランン2025チ ャリティ

227.800 ガーナおよび日本の子ども・若者支援活動に充当227.800その他

効成金

アドボカシー事業に充当596,358596.358庭野平和財団2023年度

「沖縄うまんちゅ子どもの権利推進プロジェクト」:[充当1,724.7111.724,711

一般財団法人デロイトトーマツ ウェル

ビーイング財団 2022年度 Societal

Wel― bei"助成粋

「沖縄うまんちゆ子どもの権利推進プロジェクト」に充当

(助成額4.000,000円 のうち当期助成額との差額1.323.351円

は前受金として貸借対照表に計上しています。)

2.671.6492.671.649

一般財団法人デロイトトーマツ ウェル

ビーイング財団 2023年 度 Societal

Wen― being助成枠

子ども向け子どもの構利普及ワークシヨツプ開発に充当183.306 183.306大東建託グループ みらい基金 2023

子ども向け子どもの権利普及ワークシヨ滴 発に充当 (助

成霞500,000円 のうち当期助成額との差額347,826円 は前受金

として資借対照表に計上しています。)

152,171 152.174大東建託グループ みりい基金 2024

3,174,112

「広げよう!子どもの権利条約キャンペーン」「沖縄う
=ん

ちゅ子どもの権利推進プロジェクト」他、子どもの権利普及

活動に充当 (助成額10,000.000円 のうち当期助成績との差餞

6.825,388円 は前受金として貸僣対熙表に計上しています。)

3.174,112
公薔財団法人トランスコスモス財団

2024年度文化 ―社会・スポーツ■の分野
への助成事彙

63.882.00935.301.506 128,461,448合 計 ■匪ロコBロ

科 目 期首取得 価額 取 得 減 少 期末取符価額 澤6●却男

“

猥 期末帳,価額

有形固定資産

車両運搬具 2.621,576 2.621.575 2.016.346 605.230

5 の 訳 (単位 :円 )



投資その他の贅産
出資金 10.000 10,00(D 10,000

合 計 2.631.576 2.631.576 2.016.346 615.230

入金の 内 (単位 :円 )

7.役員及びその近親者との取引の内容 (単 位 :円 )

科 目
財務諸表に

計上された金額
内、役見との取引

内、近観者及び

支配法人等との取引

(活動予算■)

●葉■ 人件貴 給与手当

管理費 人件費 給与手当

事楽■ その他経費 外注貴

管理費 その他経費 外注費

38,760.982

22.435,428

5、 176.248

8.337.521

14,879,410

10.644.046

0

320.000

0

O

1,320.000

0

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状書並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の技分方法 : 賃貸料、通信費を人件費と同じ割合で技分
‐■税公課は、事業収入と同じ割合で技分しています。

・昨年度未払い金として計上していたインドのパートナー団体SPEEDへの支払は、SPEEDの インド国内の外国貢献規制法

(Foreign Cont■ butiOn RegulatiOn Act:FCRA)の登録が確認できず.送金できない状況にあるため、再度未払金として計上

しています。

科 日 期首残高 当期借 入 当期減少 期末残高

会員かりの預託金 600.000 600,000

長期借入金 30.939,000 939,000 30.000.000
合 計 31,539,000 939,000 30.600,000



2.事業別織 の状況

正会員受取会費
賛助会員受欧会,

0

0

0

0

0

3.300.000

0

0 3.300.000

1.266.000

666.000 3.966.000

1.266.000

受取会費 計 3,300,000 1.932,000 5232,∝Ю3,300,000

AC〔事金 9.711,252 2853.056 5.248.696 8,796.250 26.609.254 6.474.513 33.083.767

ットン募全

チョコ事全 36.762,688

76,809

6,920.114 54.603.502

96,011

チャイル ドフレンドリー募全 67.743.800

世界の子どもの権利基金
3.663.083

0

ボランティア受入評価益

0

0

0

0 2.550.000

0

159,190.163受取寄付金 計 46.550,749 2.853,056 5.248,696 18,266,364

7.292.212 596.358 613.710 8.502.310 8.502.310

8,502.310 8,502310受取助成金等 ‖ 7,292,242 596.358 613,710

■=事業 11又 李

参加費収益 0 12.500 30.000 42.500 134.000 176.500

593.3840

1,

680.500

15,622.700

0

2.516.462

98.691

0

98.691

0

4,992.438

16.378.348

22.220

0

0

22.220

93.691

6.585.822

16.378,348

:射金1又益

委託業務収益

貸出収益

映画関連収益

1.783.476

85,648

0

0

12.000

670、 000

C

858.068858.068 858.068

52.955

514,190

246.292交通費収益 61,902

0

0

0

52.965

一・３５〇一枷

一
１

一
５６

Ｉ

ｌ

三二

。

一
０

一
８２０

0

(」

0

512.840

27.070

0

44.570送料収益

印税収益

受記事業収益

44.570

13.63613.636

10.524.440 55.714.583 66、 269.023 0

0

10.220

66.269.023

54,700

13.636

55,744.583 88,970.811 1,299、 734 90.270.545事業収益 計 1,931.026 682,000 3.741,106 26,872,096

0

0

1.322

0 0

1.322
【その他収益】

受取利息

受取配当金

0

0

0

0

0

0

雑収益

4.893

0 0

548.446

200.000

553.339

200.000 12.138

0 553.339

212.138

4.893 748.446 753,339 13,460 766,799その他収益 計

9,603.512 49、 186.906 55,744.583 174,445,325 89,516,492 263,961,817経常収益 計 55,778,910 4,131,414

(人件費 )

6641.050 11、 351.595 4.488.849 38,760.932 61.196.360給●手当 12.582.764 3.696.674

2.060,183 605.259.1■ 福■_責

i十 1凛 三貫 10,564

1.087.342

17.548

1.858.603

14.412

734.963

0

6.346.350

42.524

10.025.373

111,556

2.550.000 2.550,000 1.113.083 3.663.083ボランティア評価費用
27,296,566 74,996β 72人件■ ■ 14,653,511 4,301,933 7,745,940 15,774,610 5,223,812 47,699,806

0 11.506.650 0 2.542.142 38.951.328
(その他経費)

業務委託資 (プロジェクト実施費) 24.842.536

49.706.792業務姜託責 (受話事単実施費) 49.706.792

264.783 880、 OOS 1,144,791

833.166 1.062.238

374,947

2.635.689

487,997
諸謝全

印刷製本貴

300,000

85.535 810

0

12.550

440.285

14.155

4.233.524 11.781.249

2.074.669

1.409,332

1.050.250

旅費交摂費

賃僣料   Xl 614.545

5,176.248 3.337.521外′十費
年険料

2.316、 997

40.644

234.634

181.005

9.450

0

871.664

0

381.940

1.550、 020

5.662.340

58.220

896.079

1,309,231

779.087

1.100

29.080

0

137.394 10.030

13.190,581

3.124.919

13.513,769

147.424

12.947 29.102 71.650 928.906 1、 000.55629.601

2.738.167

385,000

0

120.000 0

0 0

169.150

195.000

2.569.o17

0

190.000諸,費
広報広告責 0

0

80.275 3、 000
45.000

0

85.875

30.000

0

601.824 455,143299.213

0 0

18.649Xl

`増
買 0

36.842

1.000

107.626

3.200

0

139.494

3.110

0

7.310

0

0

0

1,055,967

7,310

力耗品貫 162.908 20.655 20.268 203.831 7oo.757 9o4.588

十器備品費

858.643422.364

13.948 330
10.505

1.320

0

0

0

0

0

0

0

0

100 32

1.373.381

302,161

97.202

20.019

17.275.978

435.483

0

0

支払手数料
減価償却費

為替差損

支払再息

■責

寄′寸金

租税公課  ×2

302.161

0

0

29,744

37,357

0

0

0

0

57.625

47.777

0

0

0

0

0

0

0

0

97.202

1.398.900

17、 376.710

302.161

97.202

435.483

0

0

その他経費計 33,375,040 523.566 4,279,828 20,792,448 51,393.681 110,364,563 38,241,771 148.606,334

48,028,551

7,750,359

の

7.750.359 ▲ 694.085

99

▲ ▲ 2

」ヽ 2422.256

6

768

12.619.848 872.910

5 17

口E2巨コ

16.380.956

ロ 匪週

23.978.155

田

40.359.111

匝B

□ 回

法人税、住民税及び事業税 70.000 70.000

当期正味財産■減額 7.750,359 ▲ 694.085 ▲ 2.422,256 12,619,848 ▲ 872,910 16,380,956 23,908,155 40289,111

薔期摯延正味財産観 36.075,911

次期繰越正味財産凛 76.365,022

子とも・

吉
=支

菫苺栞
アトボカシー●業 薔彙

市民●知事窮

ソーシャルビジネ
ス催違●彙
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カカオ・CLF2
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書式第 17号 (法第 28条関係)
事 業 報 告 用

令和5年度 (2023年度)財産目録
特定非営利活動法人ACE

′|ヽ   11+ 合   計

117,708,185
143.273.607

0

0

1,953,417
102,180.407

2,079,848
153,999

10,073,570
316,500
950,444

1,017,223

1,017,223

45,368
45,368

0

126,592
72,524

3,563,250
0

3,762,366

20,740,465
20,740,465

現金預金
現金
外貨
郵便振替口座 下谷神社前郵便局
西武信用金庫 神田支店
三菱東京LTJ銀行 上野支店
三菱東京lFJ銀行 上野支店
三菱東京UFJ銀行 上野支店
三菱東京∬J銀行 上野中央支店

替金

楽 天

棚 資産

未収消費税等

仮払金

収入金
確 定

未収

罫 :4竃
藁 進事業ソーシャル ヒ/´

1

143.273.6Cr

605.230
605,230

＾
‘

形

そ

(1)

(3)

2

10.(X)0

10,000

【ハ

143,888.837【A】 資 産 合 計 ①+②

|-1:

26,673,892
10,966,065
8,057,749
4,245,377

645,559
2,759,142

8,154,239
347.826

8,502,065

0

730,784
2,274

316.500

1,049,558

70,000
628.300

ヽ ´ 111
~~~エ

ーシ ョン,,

未払

式LT子

``II]E:曇

鱚

:璽

童
務馨喬会社

アイ 1イ
~R―

マツ コンソ…デロイ ト 1

未払法人

8月

預 り金

給与源泉

社会保険

報酬源泉

前受金
子ども若者支援事業 助成金

36.923.815

e
=■

■■■■rコ■口:コ■

■■」E=」巨】E」

■■■瀬W和

‐ .■■|_―

ヨ

1 1_=[」



2

長期借入金
西武信用金庫

預託金

0
30.000.(κ 〉0

30,000,000

6∞ .(XЮ

600,000

30.lЮO.αЮ

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 67.523.31

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 76.365.022

● 合 ■  ・ ・ ・ ④



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和5年度 (2023年度)

年間役員名簿 (前事彙年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所菫

びにこれらの者についての前事彙年度における颯目の有無を屁菫した名■)

特定土営型量 法人ACE

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬 を受 けた期間

(該当者のみに記入)

氏   名

1
監事

オノエ (イワツキ)ユカ 令和5年 9月 1日

令和6年 8月 31日

年 月

月

日

日年
尾上 (岩附)由 香

2 監事

a^'IY :Lll 令和5年 9月 1日

令和6年 8月 31日

年  月  日

年  月  日小林 裕

3

シンタニ タ・イスケ 令和5年 9月 1日

令和6年 8月 31日

年 月

月

日

曰年新谷 大輔

4 監事

r'n" (7u*) I't: 令和5年 9月 1日

令和6年 8月 31日

年 月

月

日

日年
馬場 (白 木)朋子

5 監 事

ミヤモト サトル 令和5年 9月 1日

令和6年 8月 31日

年

年

月 日

日月宮本 聡

6 監事

マツモト (ニワ)マリ 令和5年 9月 1日

令和6年 8月 31日

年 月

月

日

日年松本 (丹羽)真理

7 監事

′▼ュウタ
°
ケイスク 令和5年 9月 1日

令和6年 8月 31日

年  月  日

年  月  日
羽生田 慶介

8 ∈⊃監事
ツツイ トシタカ

筒井 敏孝

令和5年 11月 23日

令和6年 8月 31日

年 月

月

日

日年

9 監 事
キクチ (ナリタ)ユカコ 令和 5年 11月 23日

令和6年 8月 31日

年  月  日

年  月  日菊地 (成田)由 香

10
⌒

く里妻ノ監事
ヤマサキ(タヤナキ

゛
)ユウコ 令和5年 11月 23日

令和 6年 8月  31日

年

年

月

月

日

日山崎 (田柳)優子

リ

⌒

型里多,監事



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬 を受 けた期間

(該 当者のみに記入)

氏   名

11 監 事

スキ
゛
ヤ マアヤカ 令和5年 11月 23日

令和6年 8月 31日

年

年

月

月

日

日杉山 綾香

12 監事

アオイ アヤノ 令和 5年 11月 23日

令和6年 8月 31日

年

年

月

月

日

日青井 彩乃

13 監事

ヤマシタ ミホコ 令和5年 9月 1日

令和 5年 11月 23日

年  月  日

年  月  日山下 みほこ

14 理
オオイシ タカコ 令和5年 9月 1日

令和6年 8月 31日

年  月  日

年  月  日大石 貴子

15 理

ヤサ
゛
キメイ 令和5年 9月 1日

令和6年 8月 31日

年

年

月

月

日

日矢崎 芽生



書式第4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社 員の うち 10人以上の者の名簿 )

特定非営利活動法人ACE

氏    名

1 小林 裕

2 馬場 (白 木)朋子

3 安永 貴夫

4 菊地 (成田)由香子

5 馬場 恵

6 廣瀬 夕紀

7 坂口 志保

8 山崎 (田柳)優子

9 杉山 織香

10 佐藤 有希子

11 青井 彩乃




